
  

 

平成２１年２月２４日 

消 防 庁 

 

平成２１年春季全国火災予防運動の実施 

平成２１年３月１日（日）から３月７日（土）まで『平成２１年春季全国火災

予防運動』が実施されます。 

１ 実施期間 

  平成２１年３月１日（日）から３月７日（土）まで 

 

２ 全国統一防火標語 

  『火のしまつ 君がしなくて 誰がする』 

 

３ 目 的 

  火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、

もって火災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させ、財産

の損失を防ぐことを目的として、毎年、消防記念日を最終日とする一週間に実施

しているものです。 

 

４ 重点目標 

（１）住宅防火対策の推進 

（２）放火火災・連続放火火災防止対策の推進 

（３）特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

（４）製品火災の発生防止に向けた取組みの推進 

（５）林野火災予防対策の推進 

 

【添付資料】 

 別添１ 平成２１年春季全国火災予防運動の重点目標等 

 別添２ 住宅防火対策の推進 

  別添３ 平成２１年春季全国火災予防運動ポスター（モデル：小倉優子さん） 

 別添４ 平成２１年春季全国火災予防運動実施要綱 

 

 
【問い合わせ先】 
消防庁予防課予防係 
地下（じげ）課長補佐・渡邊係長

ＴＥＬ：03-5253-7523（直通） 
ＦＡＸ：03-5253-7533 

 

 

 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h21/2102/210224-4_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h21/2102/210224-4_2.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h21/2102/210224-4_3.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h21/2102/210224-4_4.pdf

